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事 務 連 絡 

令和４年９月２日 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための 

換気の徹底及びその効果的な実施について 

現在、夏季休業期間が終了し、新学期が始まったところですが、新型コロナウイル

スの感染状況を見ると、全国の新規感染者数は減少に転じているものの、高い感染レ

ベルが継続していることに加え、新規感染者の感染場所について、学校等がこれまで

の減少傾向から増加傾向となっており、今後、学校再開に伴う感染状況への影響に注

意が必要となります。

学校における感染拡大を防止するためには、教職員や児童生徒等に対する日常的な

健康観察を継続的に行い、咳や発熱など、何らかの症状がある場合や体調が優れない

場合には、出勤・登校させないことを徹底するとともに、教職員については、健康観

察に加えて、地域の実情に応じて、自治体や学校等の判断で出勤前に検査を実施する

こと等も考えられます。併せて、学校内で感染が拡大するおそれがある場合には、教

育委員会等の学校の設置者が臨時休業の措置を機動的に判断することが必要です。 

また、これまで、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル」（以下「学校衛生管理マニュアル」という。）や累次の事務連絡等においてお知

らせしてきたとおり、３つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）の回避や、人と人

との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を

徹底することも重要となります。

この点、各学校においては、基本的な感染対策について、地域の感染状況や実情等

に応じて工夫を凝らし、様々な取組を行っているものと承知していますが、特に換気
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御中 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための換気の徹底及びその効果的な実

施に関し、基本的な考え方や具体的な方法について、改めてお知らせします。 
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については、その徹底の重要性や、法制度や技術的側面を含めて対策を講じるに当た

って踏まえるべき観点も多いこと等も踏まえ、今般、基本的な考え方や具体的な方法

について改めてお知らせします。 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定

都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所

轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人附属学校事務主

管課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課

におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189

号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所

轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管

課におかれては所轄の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町

村認定こども園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課にお

かれては所管の高等課程を置く専修学校に対して、周知されるようお願いします。 

記 

１．学校における換気の基準について 

学校における換気の基準としては、学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準及

び同マニュアルにおいて、「二酸化炭素は、1,500ppm 以下であることが望ましい。」

とされていますが、学校のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に

基づく特定建築物に該当するものについては、同法に基づく建築物環境衛生管理基

準において、二酸化炭素の含有率は概ね 1,000ppm以下とされています。 

その上で、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためには、過日の事務連絡

にてお知らせした別添の「感染拡大防止のための効果的な換気について」（令和４年

７月 14 日付け新型コロナウイルス感染症対策分科会提言）において、学校について

も、「気候等に応じて、・・・出来る限り 1,000ppm 相当の換気等に取り組むことが望

ましい。」とされています。 

また、十分な換気ができているかを把握し適切な換気を確保するためには、二酸

化炭素濃度測定器を用いて測定することが考えられます。二酸化炭素濃度測定器に

ついては、文部科学省「学校等における感染症対策等支援事業」等による補助対象

とされています。 

２．基本的な考え方及び具体的な対応方策 

学校衛生管理マニュアルにおいて、換気は、「気候上可能な限り常時、困難な場合

はこまめに（30 分に１回以上、数分間程度、窓を全開する）、２方向の窓を開けて行

う」とするとともに、常時換気の方法や、常時換気が困難な場合やエアコンを使用
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医療機関、高齢者施設、学校、保育所等における感染対策について 

[令和３年 11月 19日（令和４年７月 15日変更）新型コロナウイルス感染症対策本部決定・

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針抜粋]  

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 

（５）オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策 

２）学校等 

・ 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ、特に感染リスクが

高い教育活動については、同マニュアル上のレベルにとらわれず、

基本的には実施を控える、又は感染が拡大していない地域では慎

重に実施を検討するといった対応を行う。 

・ また、同マニュアル等を踏まえた対応を基本としつつ、身体的

距離が十分に確保できないときは、児童生徒にマスクの着用を指

導する。その上で、地域の実情に応じつつ、十分な身体的距離が

確保できる場合や体育の授業ではマスクの着用は必要ないこと、

気温・湿度や暑さ指数が高い夏場においては熱中症対策を優先し、

マスクを外すこと等を指導する。加えて、運動部活動でのマスク

の着用については、体育の授業における取扱いに準じつつ、接触

を伴うものをはじめ活動の実施に当たっては、各競技団体が作成

するガイドライン等も踏まえて対応するとともに、活動の実施中

以外の練習場所や更衣室等の共用エリアの利用、部活動前後の集

団での飲食の場面や移動に当たっては、マスクの着用を含めた感

染対策を徹底する。 

・ 学齢期の子どもがいる医療従事者等の負担等の家庭・地域の社

会経済的事情等を考慮し、学校全体の臨時休業とする前に、地方

公共団体や学校設置者の判断により、児童生徒等の発達段階等を

踏まえた時差登校や分散登校、オンライン学習を組み合わせたハ

イブリッドな学習形態を実施する。また、学校の臨時休業は、感
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染状況を踏まえ、学校設置者の判断で機動的に行い得るものであ

るが、感染者が発生していない学校全体の臨時休業については、

児童生徒等の学びの保障や心身への影響等を踏まえ、慎重に検討

する。 

・ 地域の実情に応じ、小学校等内で感染者が複数確認された場合

の関係する教職員や児童生徒等に対する検査の実施、発熱等の症

状がある教職員や児童生徒等の出勤、登校等の自粛の徹底や、教

職員に対する早期のワクチンの３回目接種等を行う。 

・ 地域の感染状況に応じて、自治体又は大会主催者等若しくは学

校等の判断で、部活動の大会前や修学旅行前等において、健康観

察表や健康観察アプリ等も活用しながら、日々の健康状態を把握

し、何らかの症状がある場合等は検査を行い、陰性を確認した上

で参加することを可能とする。 

・ 感染が拡大している又は高止まりしている地域において、小学

校等でクラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、自治

体又は学校等の判断で、教職員等に対する頻回検査や長期休業後

等における教職員に対する検査、部活動等における感染リスクの

高い活動の制限を行う。 

・ なお、大学等においても適切に対応する。 

３）保育所、認定こども園等 

・ 保育所等が果たす社会的機能を維持するため原則開所を要請す

るとともに、医療従事者等の社会機能維持者等の就労継続が可能

となるよう、休園した保育所等の児童に対する代替保育を確保す

るなど、地域の保育機能を維持する。 

・ 発熱等の症状がある児童の登園自粛を徹底する。 

・ 「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対応

を基本としつつ、感染リスクが高い活動を避けるとともに、児童

をできるだけ少人数のグループに分割するなど、感染を広げない
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形での保育の実践を行う。 

・ 保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事を自粛

する。 

・ ２歳未満児のマスク着用は奨めない。 

２歳以上児についても、個々の発達の状況や体調等を踏まえ

る必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マ

スク着用を一律には求めない。 

なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、可能

な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる。 

マスクを着用する場合には、息苦しくないか､嘔吐していない

かなどの子どもの体調変化に十分注意するほか、本人の調子が

悪い場合などは無理して着用させずに外させること。さらに、

児童や保護者の意図に反してマスクの着用を実質的に無理強い

することにならないよう、現場に対して留意点を丁寧に周知し、

適切な運用につなげる。 

・ 地域の実情に応じ、感染者が発生した場合の早期の幅広い検査

の実施、発熱等の症状がある職員の休暇取得の徹底や、職員に対

する早期のワクチンの３回目接種等を行う。 

・ 感染が拡大している又は高止まりしている地域において、保育

所、幼稚園等でクラスターが多発する場合には、地域の実情に応

じ、職員に対する頻回検査を行う。 

・ なお、放課後児童クラブ等においても同様の取扱いとする。 

４）高齢者施設 

・ 高齢者施設等の利用者等に対するワクチン４回目接種について、

接種促進を自治体や関係団体に対し依頼することにより希望する

者への接種を速やかに実施する。 

・ 高齢者施設等の感染制御や業務継続について、感染者が発生し

た場合に早期に介入・支援する体制を強化する。 
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・ 高齢者施設等の利用者が新型コロナウイルス感染症から回復し

て退院する場合の早期受け入れや施設内の療養環境整備を行うた

め、医師・看護師の派遣など高齢者施設等での体制強化を図る。 

・ レクリエーション時のマスク着用、送迎時の窓開けや、発熱し

た従業者の休暇等、「介護現場における感染対策の手引き」に基

づく対応を徹底する。 

・ 面会者からの感染を防ぐため、感染が拡大している地域では、

オンラインによる面会の実施も含めて対応を検討する。通所施設

において、導線の分離など、感染対策をさらに徹底する。 

・ 地域の実情に応じ、感染者が発生した場合の早期の幅広い検査

の実施、帰省した親族との接触等が想定されるお盆後等の節目で

の利用者への検査、職員に対する早期の４回目のワクチン接種等

を行う。 

・ 感染が拡大している又は高止まりしている地域等において、職

員に対する頻回検査を行う。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（４）検査 

② 都道府県等は、集中的実施計画を策定し、感染多数地域の高齢 

者施設、保育所、幼稚園、小学校等の従業者等に対する検査の頻

回実施を行う。また、感染が収束傾向にある地域であっても、地

域の実情に応じ、感染者が発生した場合に早期の幅広い検査を実

施する。 

また、感染が拡大している地域においては、高齢者施設等の有

症状の入所者・従事者等に対し、幅広い検査を実施する。 

多数の感染者やクラスターが発生している地域においては、感

染者が一人も発生していない施設等であっても、医療機関、高齢

者施設等の従事者、入院・入所者全員に対して一斉検査を行う。
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特に、クラスターが複数発生している地域では、感染が生じやす

く拡大しやすい場所・集団に対して積極的に検査を行う。 

緊急事態措置区域や重点措置区域においては、保健所の判断を

待たずに、医師による陽性者の同居家族等への検査を促進する。 

 

（５）まん延防止 

５）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業

を求めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底

を要請する。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、

子供の健やかな学びの保障や心身への影響の観点から、「学校にお

ける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等

を踏まえた対応を要請する。健康観察表や健康観察アプリなども

活用しながら、教職員及び児童生徒等の健康観察を徹底するよう

要請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔

授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に

対応することを要請する（緊急事態措置区域においては、大学等

の感染対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用した学修者

本位の授業の効果的な実施による学生等の学修機会の確保を図る）。

部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会

等については、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態措置区域及

び重点措置区域においては、部活動や課外活動における感染リス

クの高い活動の制限又は自粛（ただし、対象者全員検査の実施等

により、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動につい

て可能とする。））を要請する。特に、発熱等の症状がある学生等

が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図る。また、大学、高

等学校等における軽症状者に対する抗原定性検査キット等の活用

（部活動、各種全国大会前での健康チェック等における活用を含
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む。）や、中学校、小学校、幼稚園等の教職員や速やかな帰宅が困

難であるなどの事情のある児童生徒（小学校４年生以上）への抗

原定性検査キットの活用を奨励する。また、教職員や受験生への

ワクチン接種が進むよう、大学拠点接種を実施する大学に対し、

地域の教育委員会や学校法人が大学拠点接種会場での接種を希望

する場合の積極的な協力を依頼するとともに、地方公共団体に対

し、大規模接種会場の運営に当たり、教育委員会や私学担当部局

がワクチン担当部局と連携し、希望する教職員や受験生へのワク

チン接種が進むよう取組を行うなどの配慮を依頼する。大学入試、

高校入試等については、実施者において、感染防止策や追検査等

による受験機会の確保に万全を期した上で、予定どおり実施する。 

② 都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につ

いて指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情

報について速やかに情報共有を行うものとする。 

③ 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等が果たす社会的機

能を維持するため、感染防止策の徹底を行いつつ、原則開所する

ことを要請するとともに、感染者の発生等により休園することに

なった場合について、休園した園の児童を他の園や公民館等で代

替保育を行う際の財政支援を行うことにより、市区町村に対し、

地域の保育機能を維持することを要請する。 

（７）医療提供体制の強化 

１）病床の確保、臨時の医療施設の整備 

⑥ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都

道府県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 

・ 病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用を

推進。 

・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における

動線分離等の感染防止策を徹底するとともに、妊産婦が感染し
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た場合であっても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、

関係機関との協力体制を構築し、適切な支援を実施。また、関

係機関と協力して、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼

びかけや、妊娠中の女性労働者に配慮した休みやすい環境整備

等の取組を推進。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体

制を検討し、地方公共団体と協力して体制を整備。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることがで

きるよう、医療通訳の整備等を引き続き強化。 

・ 高齢者施設で感染された方のうち、軽症で入院を要しない

方々が施設内で安心して療養できるよう、医師・看護師の派遣

等による医療提供体制や高齢者施設における療養環境整備への

支援を強化。 

・ 救急搬送について、コロナ疑い患者等の受け入れ促進の支援

を強化。 

 





（２）基本的な感染対策（つづき）

〇効果的な換気

・「機械換気による常時換気」または「窓開け換

気（可能な範囲で２方向）」

※いずれの場合も、

必要な換気量目安：１人当たり換気量30㎥/時

二酸化炭素濃度目安：おおむね1,000ppm以下

※HEPAフィルタ付きの空気清浄機の使用も有効。

・空気の流れを阻害しないパーティションの設置

や局所的に生じる空気のよどみの解消

・上記等を踏まえて、経団連などは換気に関する

記載を改訂。

・新型コロナウイルス感染症対策分科会「換気の提言」

（2022/7/14）

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai

17/kanki_teigen.pdf

・経団連「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（オフィ

ス版・製造事業場版）」四訂について（2022年6月17日）

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/064_gaiyo.html

〇マスクの着用（2－1に同じ）
２－１に同じ

〇人と人との距離の確保

（2－1に同じ）

２－１に同じ

〇手洗い等の手指衛生

・手指に付着したウイルスを洗い流すには、石鹸

と流水による手洗いまたは、アルコール消毒が有

効。

・厚生労働省チラシ「正しい手の洗い方」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

・厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ「新型コロナウイ

ルスの消毒・除菌方法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00

001.html

〇共用部の消毒

・設備や物品等につき、業態を踏まえた適度の消

毒を求める。

・厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ「新型コロナウイ

ルスの消毒・除菌方法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00

001.html

・経団連「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（オフィ

ス版・製造事業場版）」四訂について（2022年6月17日）

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/064_gaiyo.html

〇人と人との距離の確保

（2－1に同じ）

２－１に同じ

（３）場面ごとの感染対策の留意点

3-1

・座席間隔の確保（又はパーティションの設

置）、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用

の推奨及び換気の徹底を実施。

・上記に加えて、業種・業態（例：ビュッフェス

タイル）に応じた感染対策の例がある。

・内閣官房コロナ室等「飲食店における感染防止対策を徹底するた

めの第三者認証制度の導入について（改訂その6）」（2022年9月8

日）

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_inshokuten_daisa

nshaninshou_20220908.pdf

・外食業の事業継続のためのガイドライン（2021年11月8日）

http://www jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguideline_21110

8kai.pdf

〇トイレ
・ハンドドライヤーは、使用できる。 ・経団連「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（オフィ

ス版・製造事業場版）」四訂について（2022年6月17日）

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/064_gaiyo.html

〇ごみ捨て時

・マスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、

「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりし

ばって封をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」

・環境省「ごみ処理方法のチラシ」

https://www.env.go jp/content/900537202.pdf

〇大声を出す場面

・応援や歌など、大声を出す場合には、対人距離

の確保とともに、換気の徹底やマスクの着用等に

も留意が必要。たとえば、大声を伴うイベントで

は、マスクの着用や換気を前提に対人距離の確保

を求めている。

・内閣官房コロナ室「基本的対処方針に基づくイベントの開催制

限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」別紙２（2022年

9月8日）

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20

220908.pdf

〇人と人とが長時間対面で会話する

場面

・人と人とが長時間対面で会話する場面では、飛

沫感染・エアロゾル感染のリスクが高くなること

に留意し、２－１飛沫感染対策・２－２エアロゾ

ル感染対策に必要な措置を講じることが重要。

・厚生労働省HP「マスクの着用について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisak

u_00001.html

・理化学研究所「飛沫やエアロゾルの飛散の様子を可視化し有効な

感染対策を提案 ～「富岳」による新型コロナウイルス対策その1」

（2020年11月20日）

https://www.r-ccs.riken.jp/highlights/pickup2/

2-2
エアロゾル感

染対策

2-3
接触感染

対策

飲食時

3-2 共有部

3-3 その他の場面



（４）従業員等の行動管理に関する扱い等の情報

〇有症状者の入場の防止

（実施例）

・有症状者の利用自粛の呼びかけ。

・入場時の検温。

・内閣官房コロナ室「基本的対処方針に基づくイベントの開催制

限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」（2022年9月8

日）別紙２

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20

220908.pdf

〇感染者が発生した際の利用者等へ

の注意喚起

（実施例）

・感染者が発生した旨のHP等による周知。

・各地域の通知サービスによる通知。

※COCOAは全数届出見直しによって効果が限定的

になる見込みであるため、今後、年内を目処に機

能を停止予定であり、利用の呼びかけを求める必

要はない。

・内閣官房コロナ室「基本的対処方針に基づくイベントの開催制

限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」（2022年9月8

日）別紙２

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20

220908.pdf

・厚生労働省「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出

の見直しについて」2022年9月12日（9月22日最終改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000993000.pdf

（有症状者に対する対応）

・65 歳未満の重症化リスクの少ない者であって、

症状が軽い又は無症状の方は、自己検査結果を健

康フォローアップセンター等に連絡し、医療機関

の受診を待つことなく健康観察を受けることが可

能。

・有症状時は出勤しないことを呼びかけ。

・厚生労働省「オミクロン株のBA.5 系統への置き換わりを見据えた

感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等につい

て」2022年7月22日（8月24日最終改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000980108.pdf

・厚生労働省「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出

の見直しについて」2022年9月12日（9月22日最終改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000993000.pdf

（陽性者の療養期間等）

・陽性者の療養期間の短縮。

・療養時の外出自粛の取扱いの変更。

・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間

等の見直しについて」（2022年９月13日）

https://www.mhlw.go.jp/content/000989624.pdf

（濃厚接触者の扱い）

・濃厚接触者の待機期間の短縮

・高齢者施設や保育園等を除く事業所等について

濃厚接触者の特定・行動制限は基本的に求めな

い。

※自治体によっては、保健所による濃厚接触者の

特定を実施する場合があることに留意。

・厚生労働省「B.1.1.529系統（オミクロン株） が主流である間の当

該株 の特徴を踏まえた 感染者の発生場所毎の 濃厚接触者の特定 及

び 行動制限 並びに 積極的疫学調査の実施 について」（2022年7月

30日一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000971531.pdf

（医療機関・保健所からの証明書等の取得）

・従業員等に対して、医療機関や保健所が発行す

る検査証明書等（療養証明書、検査陰性の証明書

等）を求めない。

・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所

からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について（協力依

頼）」（2022年8月10日）

https://www.mhlw.go.jp/content/000975364.pdf

（職場などでの検査）

・有症状者に対する検査については、職場での検

査に限らず、自己検査結果を健康フォローアップ

センター等に連絡する対応も可能。

・厚生労働省「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出

の見直しについて」2022年９月12日（９月22日最終改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000993000.pdf

※職場における検査を行う場合のキットの購入方法等については下

記事務連絡を参照。

・厚生労働省・内閣官房コロナ室「職場における積極的な検査の促

進について」（2021年8月13日）

https://www.mhlw.go.jp/content/000819118.pdf

（ワクチン接種）

・従業員等へのワクチン接種の有効性の発信。

厚生労働省ＨＰ「新型コロナワクチンについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_0018

4.html

〇海外渡航歴を有する者の出勤
・海外渡航歴を有する者の出勤などは、政府が定

める日本入国時の検疫措置に沿って対応。

厚生労働省ＨＰ「水際対策」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_

00209.html

〇テレワークの推進

・可能な範囲でテレワークを推奨。 ・内閣官房コロナ室「出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）につ

いて」（2022年7月15日）

https://corona.go.jp/telework/pdf/jimurenraku_shukkinsha_saku

gen_20220715.pdf

・経団連「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（オフィ

ス版・製造事業場版）」四訂について（2022年6月17日）

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/064_gaiyo.html

〇有症状者や陽性者、濃厚接触者等

の適切な扱い

〇検査やワクチン接種の推進

4-1

集客施設・イ

ベント等にお

ける利用者等

への対策

4-2
従業員等の行

動管理等
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○ コロナとインフルエンザの同時検査可能なキットがあるので、増産して広く供給できる

ようにしてほしい。受療行動の流れが相当シンプルなものになるのではないか。 

○ 国民の理解を得るためにも、対策が固まれば、ＴＶや新聞などのメディアをフル活用し、

国民に分かりやすく丁寧な説明をお願いしたい。 

 

議題３：業種別ガイドラインの見直し促進の取組について 

○ これまでの知見等を活かし、過度な規制を排し、必要最小限の対策へとガイドラインを

見直し・深化させるという取組みは、大いに賛同したい。 

○ 経団連が見直された職場のガイドラインは、簡素化が図られ、大変分かりやすい。現場

の状況に応じ、事務所内でのマスク着用を任意とする企業も出てきているようである。 

○ 約２００の業種別ガイドラインについても見直しを推進していただきたいが、今後必要

最小限の対策と絞り込まれていくので、ガイドラインも整理・統合、あるいは、１つに

していく必要もあるのではないか。 

○ また、マスクの着脱については、わが国は諸外国と違い、コロナ対策は義務ではなく、

国民の自発的な感染予防として対応していたため、外出時には原則マスクを外すことを

勧奨すると言われても、まわりの目を気にしてなかなか外せない。是非とも「不要なも

のは不要」と明確な強いメッセージの発出を期待したい。 

 

（ご参考）日本商工会議所 新しい経済対策要望（10月 12日公表抜粋） 

１．コロナマインドの払拭による消費・需要喚起 

長引くコロナ禍で、国民の中に感染を過度に恐れて活動を委縮するコロナマインドが蔓

延し、活動再開や消費拡大の足枷となっている。新型ワクチンの接種推進と治療薬の早期

承認と安定供給を急ぐとともに、第８波の感染拡大やインフルエンザとの同時流行が発生

しても耐えられる保健・医療提供体制と活動を止めずに回していける出口戦略を明示し、

国民のコロナマインドを払拭し、消費・需要を喚起されたい。新型コロナを日常的な病気

として共生していくためには、感染症法上の２類相当から５類相当への見直しを早急に検

討すべきである。 

また、人流回復に向けて、これまでの知見と諸外国のコロナ対策の規制緩和・撤廃状況

を参考に、日本だけの過度な規制は早期に緩和・撤廃すべきである。 

 

【主な要望項目】 

○新型ワクチンの計画的接種の促進と、国民への各種ワクチンの効果や副反応等の適切な情報提供 

○治療薬の早期承認と広く医療機関等で活用できる安定供給に向けた体制整備 

○コロナとインフルエンザ同時流行に備えた保健医療体制整備、両方を検査できるキットの早期供給 

○マスク緩和等のさらなるメリハリのある対策、業種別ガイドライン見直しによる過度な規制の緩和 

○新たな感染症危機に備えた、平時から非常時への円滑な移行対応が可能となる感染症法等の改正 

 

以上 



新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の取扱いについて 

新型コロナウイルス感染症については、第７波の最盛期からは多くの地域で感染者

数が減少しているものの、未だ過去の各波の水準から比較して落ち着いたとは言えな

い状況にある。各地域においては、引き続き現下の感染抑制対策を図りつつ、ウィズ

コロナの新たな経済社会を念頭に年末年始にかけて発生が懸念される第８波に立ち

向かうことができる保健医療提供体制を構築していく必要がある。政府におかれては、

「With コロナに向けた政策の考え方」（令和４年９月８日新型コロナウイルス感染症

対策本部決定）において、「新型コロナ病床の確保、診療・検査医療機関（発熱外来）

の取組は継続」することを明示し、機動的な予備費の活用により約 8,200 億円もの緊

急包括支援交付金の措置を決定いただくなど、地域の保健医療提供体制に強力な後押

しをいただいていることに感謝申し上げる。 

このような状況の中、政府から、病床確保料等に係る新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援事業（医療分）の本年 10 月１日以降の取扱いを変更する旨が、制度開始

直前に唐突かつ詳細説明もなく示されたことにより、現場の都道府県及び医療機関に

は大きな混乱が生じており、確保病床数の減少の引き金になりかねない。各地域にお

いて、インフルエンザとの同時流行も懸念される次の感染拡大の波に的確に対応する

医療提供体制を確保・維持するためにも、政府におかれては、以下の諸点に的確に対

応いただくことを強く求める。 

１．各地域においては、病床逼迫を招かないよう地域の実情に応じた感染抑制対策を

講じるのが基本であり、各医療機関の病床確保料について、まん延防止等重点措置

が適用される水準の病床逼迫状況と同等の病床使用率 50％を一律に前提とするこ

とは適切ではなく、地域の実情に応じた医療提供体制を確保できる制度設計とする

こと。 

※ このほか、周産期医療機関、小児医療機関、透析医療機関及び精神科医療機関など特殊な事情

により病床を確保しておく必要がある場合、中山間地域の一般医療への負荷を下げるため都市部

医療機関から優先的に入院医療機関を選択している場合等、地域の実情に応じたコロナ対応の保

健医療提供体制を構築しており、これらが機能しなくなるおそれがある。

２．各医療機関の病床確保料について、上限額の適用有無が事後にのみ明らかになる

制度設計は、感染拡大に備えて事前に病床を確保しようとする病床確保事業とは相

いれないものであり、各医療機関及び都道府県の予見可能性を高める制度設計に改

めること。 

※ 現在示されている厚生労働省事務連絡においては、令和４年 10 月１日から令和５年３月 31 日

までの即応病床使用率が 50％を下回る医療機関について、病床確保料の上限額が適用されること

とされ、下期は補助対象外又は大幅な減額となる医療機関が多数あることが事後に判明するおそ

れがある。また、仮に概算払いとした場合、多額の返還金を要する事態となる。
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３．医療現場にこれ以上の混乱を生じさせないよう、現在想定している制度の詳細に

ついて早急に示したうえで、現場の意見も十分に聞いて運用に反映すること。 

※ 地域においては直近期間における病床確保について、既に医療機関と協議済となっており、直

前での制度変更は、医療機関との信頼関係を損ない、病床確保の協力が得られなくなるおそれが

ある。また、「診療収益」の定義や、令和元年診療収益が例年より低い水準の場合の「一定の配慮」

の内容が明確になっていないなど、制度に不明確な箇所が散見される。 

 

４．今後の包括支援交付金等の見直しに際しては、国の方針に基づき実務を担う都道

府県の医療体制の確保に支障を生じさせないためにも、都道府県と事前協議を行う

とともに、十分な調整・移行期間を設けること。 

※ 医療機関の協力確保の前提となる支援制度の変更は、各都道府県の確保体制に致命的な影響を

与えることから、見直す場合はその影響範囲の事前調整、一定期間の設定による円滑な移行が必

要となる。 

 

 

令和４年９月３０日 

 

全国知事会 新型コロナウイルス緊急対策本部 

本部長・全国知事会会長 鳥取県知事 平井 伸治 

本部長代行       福島県知事 内堀 雅雄 



報道されている新型コロナウイルス・季節性インフルエンザ同時流行 

対応に関し当面寄せられた都道府県からの主な意見 

地域の実情に応じた柔軟な対応の許容 

■本県では地域の医療機関の協力を得ることで、まずは診察を経てから健康フォローアップセンタ

ーで適切なプライマリケアを提供している。今回のスキームでは「自己検査」が原則とされてい

るが、地域の実情に応じた柔軟な対応を許容していただきたい。

■有症状者に対しては、必要に応じた医療を速やかに提供することが第一。地域の感染状況等にか

かわらずに健康フォローアップセンターのみによる対応を前提とすべきではない。

検査キットの確保・供給及び各家庭での備蓄促進 

■自己検査のための検査キットを各家庭が準備することが前提となっている。各家庭で

常備すべきなのであれば、その旨を明らかにした上で、国において検査キットの供給体制を十分

に確保しつつ、備蓄に向けた積極的な広報を行うべき。

■本方針では、「新型コロナの発熱外来について」「新型コロナとインフルの同時検査キットの確保」

を行うとされているが、既に医療機関からは入手困難との声も聞かれる。

国において十分な確保・供給を図っていただきたい。

■医療ひっ迫等を防ぐため、インフルエンザ検査キットによる自己検査も可能となるよう、

当該キットのＯＴＣ化等を検討するべき。

発熱外来の充実・確保 

■「都道府県ごとの発熱外来の人口10万人あたりの数等を公表」「発熱外来について、箇所数の増

加等」を進めるとあるが、医療従事者の不足等の事情により、都道府県と地区医師会を主体とし

た取組ではこれ以上の発熱外来の確保は限界。国によるさらなる財政支援や国レベルでの協力へ

の呼びかけを求める。また、発熱患者が多数発生して診療に忙殺されている現状では、オンライ

ン診療の大幅強化についても実現に大きな懸念。 

■新型コロナウイルスでは、小学生は検査キットによる自己検査が認められていた一方、本スキー

ムでは速やかにかかりつけ医を受診することとされているため、小児外来のひっ迫が懸念される。 

国において、体制強化のための支援や呼びかけ等を行っていただきたい。

その他 

■健康フォローアップセンターにインフルエンザ陽性患者からの相談が行われること等がないよ

う、重症化リスク等に応じた国民への受療行動の呼びかけに当たっては、わかりやすく明確な広

報を行っていただきたい。

■都道府県における感染状況に即した運用を促進するため、新型コロナ重点医療機関における医療

従事者の欠勤状況を「オープン化」することとされているが、都道府県による対応の円滑化のた

めには、都道府県による把握のみで十分であり、「オープン化」は不要ではないか。
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